
附

則

１

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
金
融
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
臨
時
措
置
に
関
す
る
内
閣
府
令
別

紙
様
式
第
一
号
及
び
第
二
号
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
以
後
の
各
期
間
に
係
る
中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
金
融
の
円
滑

化
を
図
る
た
め
の
臨
時
措
置
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
書
類
の
作
成

（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
電
磁
的
記
録
（
同
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
）
の
作
成
を
含
む
。
以
下
同
じ
。

）
及
び
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
各
期
間
に
係
る
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
説
明
書
類
の
作
成
及
び
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


